
１．募集職種

ふるさと体験館（コスモスの湯嘱託職員）

２．募集人員

１ 名

３．受験資格

（１）欠格条項に該当しない者で、次の資格のある者

（２）性 別 問わない

（３）免許等 普通運転免許

（４）年 令 平成３０年４月１日現在満６４歳まで

（昭和２８年４月２日以降に生まれた者）

４．欠格事項

（１）制限行為能力者のうち、成年被後見人または、被保佐人

（２）禁固以上の刑に処せられその執行の終わるまで、またはその執行

を受けることがなくなるまで

（３）本村において懲戒免職の処分を受けて２年を経過しない者

（４）日本国憲法または、その下に成立した政府を暴力で破棄すること

を主張する政党、その他団体を結成しまたは加入した者

５．試験の方法、日時、場所

（１）方 法

面 接 試 験

（２）日時、場所

別 途 通 知【１２月中旬を予定】

（文書または電話で通知）

下條村職員(ｺｽﾓｽの湯)募集要項



６．給 与

嘱託職員の給与規程による。

７．受験申し込み等

（１）受験申込書は、下條村役場総務課へ請求又は下條村ホームページ

（http://www.vill-shimojo.jp/gyousei/index.html）よりダウンロード。

（郵便請求する場合、切手貼付宛先明記返信用封筒を同封）

（２）受付期間

平成２９年１０月２日（月）から平成２９年１１月３０日（木）

までの執務時間内 郵送の場合は当日消印有効

８．合格発表

合格発表は平成２９年１２月下旬に村役場掲示板に掲示するとともに

本人に通知する。

９．採用については、平成３０年４月１日を予定しています。

１０．その他

不明な点は下條村役場総務課へ問合せてください。

提出書類

１）下條村職員採用試験申込書 ２）履歴書（Ａ版サイズ）

３）健康診断書 ４）資格免許証の写

参 考

・勤務時間 8：00～22：00（隔日勤務、休憩有）

・社会保険加入

・給料等は下條村嘱託職員の給与規程による


